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平成２６年１月２０日

国土交通省東北地方整備局

高瀬川河川事務所

高瀬川(小川原湖)の『河川協力団体』を募集します

高瀬川河川事務所では、河川協力団体制度に基づき、高瀬川（小川原湖含む）

の国管理区間について「河川協力団体」を募集します。

河川協力団体制度とは、自発的に、河川の維持、河川環境の保全等に関する活

動を行う民間団体等を支援するものです。

今回の募集は、河川協力団体として河川の維持、河川環境の保全等の活動を適

正かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象となります。

１．募集期間 ： 平成２６年１月２０日（月）から

平成２６年２月１４日（金）まで

２．募集要項等： 別添資料をご参照下さい。

なお、様式等のデータについては、高瀬川河川事務所ホームページか

ら入手が可能です。 

アドレス http://www.thr.mlit.go.jp/takase/20140120river_collaborator_advertise.html

３．募集機関 ： 東北地方整備局 高瀬川河川事務所
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問合せ先

国土交通省 東北地方整備局 高瀬川河川事務所

八戸市石堂三丁目７－１０

電話：０１７８－２８－７１３５（代表）
あしかや

副所長（技術） 芦萱 昌弘（内線２０４）
くどう

工務課長 工藤 尚武（内線３１１）

平成２５年６月公布の「水防法及び河川法の一部を改正する法律」において、河川協力団

体制度が創設されました。

今後、河川協力団体の方々に河川管理のパートナーとして活動していただくことで、地域

の実情に応じて多岐にわたり河川管理の充実が図られるものと期待されます。




